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　新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少、または、失業（自己都合除く）や疾病等により所

得が減少し、保険料のお支払いが困難な世帯は、保険料の減免を受けられる場合があります。それぞれ

に申請期限や適用期間、減免割合、所得要件等がありますので、保険料のお支払いが困難になった方は

お早めにご相談ください。申請の遅れにより、減免できないことがあります。

令和 5 年度　市・県民税兼国民健康保険料所得申告について令和 5 年度　市・県民税兼国民健康保険料所得申告について

国 民 健 康 保 険 料 の 減 免 申 請 に つ い て

後期高齢医療国民健康保険

新型コロナウイルス感染症に係る「傷病手当金」のお知らせ新型コロナウイルス感染症に係る「傷病手当金」のお知らせ

　療養等のため労務に服することができず、給与の全

部又は一部を受け取ることができない被保険者に対し

て支給する「傷病手当金」の適用期間が令和 5 年 3 月

31 日まで延長になりました。

お問い合わせ：国民健康保険課 資格・賦課係 電話 098-939-1212（内線 2108・2116・2120・2121・2127）

お問い合わせ：国民健康保険課 電話 098-939-1212 給付係（内線 2112）後期高齢医療係（内線 2101・2118）

　国民健康保険料の滞納がなく、一部負担金等の支払が完了している世帯の方は、一度手続き

すると次回以降の申請手続きが不要となり、自動的に支給（口座振込）されます。

　対象の方へ勧奨通知（封書）を随時お送りしますので、同封の「高額療養費支給申請書」及び「高

額療養費支給申請に係る同意書」を提出ください。詳しい内容につきましては同封の案内をご

確認ください。

国民健康保険高額療養費の自動振込開始（令和 5 年 1 月から）

お問い合わせ：国民健康保険課 給付係 電話 098-939-1212（内線 2112・2107）

市民税申告期限　  令和 5 年 3 月 15 日（水）まで

次のいずれかに該当する場合は所得の申告が必要です。
〇国民健康保険に加入している方

〇後期高齢者医療に加入している方

所得の申告がない場合には……

① 保険料の軽減措置が受けられなくなります。

② 所得に応じた医療費負担の軽減が受けられなくなります。

失業（自己都合除く）や疾病等による所得減少　  　各納期限の 7 日前

新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少  　令和 5 年 3 月 24 日（金）

○主な減免例と申請期限
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国 民 健 康 保 険 医 療 費 通 知 の お 知 ら せ

お問い合わせ：国民健康保険課 給付係 電話 098-939-1212（内線 2114）お問い合わせ：国民健康保険課 給付係 電話 098-939-1212（内線 2114）

≪医療費通知とは≫
　国民健康保険加入の皆さまに、医療費の総額等お知らせすることにより、健康に対する関心と制度への理

解を深めていただくために送付しております。また重複診療などで過剰診療していないか正しい受診を心掛

けて頂くとともに、医療機関の請求額に誤りがないかなどを確認していただくことを目的としています。

( 年３回：９月、１月、３月 )

　発送時期：令和５年１月下旬

　対象期間：６月から１０月診療分 (※１月から５月診療分は９月に発送済 )

≪確定申告の活用について≫
　医療費通知は、医療費控除の申告の手続きで「医療費の明細書」として使用することができます。（※ただし、

１１月～１２月診療分については、３月末頃送付予定となっていることから医療機関等からの領収書に基づ

き作成した「医療費控除の明細書」を申告書に添付してください。）

　なお、医療費控除の対象となる支出で、医療費通知に記載されていないものがある場合には、別途領収書

に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。

（医療機関等の請求漏れや請求内容を審査中のものなど、一部の受診記録が掲載されない場合があります。）
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令和 4 年　国民健康保険料支払済通知書（ハガキ）の送付について

お問い合わせ：国民健康保険課 収納対策係 電話 :098-939-1212（内線 2108・2113・2120・2121・2127）お問い合わせ：国民健康保険課 収納対策係 電話 :098-939-1212（内線 2108・2113・2120・2121・2127）

お問い合わせ：沖縄市役所　市民健康課　健診係　電話：(０９８)９３９－１２１２( 内線：２２４６)

　令和 4 年 1 月 1 日から令和 4 年 12 月 31 日までに普通徴収（口座振替、納付書、アプリ決済）で納付し

た方を対象に、令和 5 年 1 月下旬に、ハガキにて通知書を送付します。

　国民健康保険料の納付額は、確定申告や市県民税の申告の際に社会保険料控除として申告できます。参考

資料としてご活用ください。

　特別徴収（年金天引き）により納付された国民健康保険料の納付額については、日本年金機構から送付さ

れる「源泉徴収票」に記載されていますので、そちらをご確認ください。

※確定申告（年末調整含む）時に書類の添付義務はありません。
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乳がんは、日本人女性のがんの中で多いがんです。
早期発見、早期治療で 90％以上の方が助かると
いわれています。
　定期的な検診とセルフチェックが大切です。

子宮頸がんは 20 歳代、30 歳代の若い人に増えています。

早期のうちはあまり症状がありません。

定期的な健診を受けましょう！

受付時間：午前8時から午前10時30分まで
★の日程は、午後１時～２時も受付しています。
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沖 縄 市 国 民 健 康 保 険 の 財 政 状 況 に つ い て沖 縄 市 国 民 健 康 保 険 の 財 政 状 況 に つ い て

　交通事故など、第三者の行為によってケガや病気をした場合の治療費は、本来、加害者が負担するの

が原則です。保険証を使って治療を受けたとき、国保または後期高齢者医療制度が立て替え、後日、加

害者に対して治療費を請求することになります。そのため「第三者行為による傷病届出書」の手続きが

必要になります。

※示談をする前に必ず国民健康保険課まで届け出・ご相談ください。

交 通 事 故 等 に あ っ た と き 　

お問い合わせ：国民健康保険課 電話 098-939-1212 給付係（内線 2115）後期高齢医療係（内線 2101）

後期高齢者医療制度加入の皆さまへ

お問い合わせ：国民健康保険課 後期高齢医療係 電話 098-939-1212（内線 2101・2118）

令和３年度の決算は、

歳入：17,080,212,944円　　歳出：16,389,183,602円　　収支：691,029,342円
となりました。今後も引き続き健全な財政運営に努めてまいります。

歳入 歳出

医療費通知

〇後期高齢者医療保険「医療費のお知らせ」について
　沖縄県後期高齢者医療広域連合から送付される「医療費のおしらせ」は、確定申告の添付資料として

使用できます。６月～９月診療分は、令和５年１月に送付いたします。

(１月～５月診療分は、令和４年９月に送付しております。)

〇後期高齢者医療保険「医療費のおしらせ（医療費通知）」の交付について
　１年分の医療費通知の交付申請を沖縄市役所にて受付けしております。

ただし、交付は２月以降です。

　申請方法や申請に必要なもの、受取方法等詳しい内容につきましては、

沖縄市ホームページまたは担当までお問い合わせください。

〇後期高齢者医療保険料の減免申請期限について
　令和４年度後期高齢者医療保険料の減免申請期限は、令和５年３月３１日（金）です。

失業、疾病等により所得が減少している世帯は、期限内に申請してください。

　また、期限までに申請が困難な方等は、事前にご相談下さい。

繰越金 2.5% 総務費 2.1%その他 0.2% その他 3%

繰入金
10.3%

保険料
16.5%

県への
納付金
 27.2%

国・県からの
交付金等

 70.5%

医療費などの
支払 67.7%


